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し
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き

　

中世， ことに南北朝動乱以後，いわゆる荘園体制の全面的解体によって， 旧権力＝荘園領主が急

速に後退していったという説は， 古くから日本史学界における主流的見解であった，戦後において

は松本新八郎氏の南北朝内乱封建革命説１）を代表として，多くの先学は多少の差はあってもこの見

解に同調していたのである， しかし， これに対して最近の研究は， 旧権力＝荘園領主は， 実は社会

的変動に応じて序々に変容し， 具体的には新しい支配・収坂体制を生み出し，その権力を戦国末期

＝太閤検地期まで存続せしめていたとする見解を示している．
２） 旧権力ヒ荘園領主が確かに戦国末

期まで生き残ったことは認められる，のであり， 従来の諸説の如く， 絶えざる武士勢力による侵略や

荘民の反抗によって，荘園領主が 「没落Ｊの一途をたどったとだけみるのは正しくない， 「荘園領

主」 という概念を固定させてしまって， 「変容」を 「崩壊」と同視するのはまさに非歴史的であろ

う， 権力はつねに自己を変容＝再生産する，ここに先学の膜尾に附し， 例を摂津国勝尾寺にとり，
その中世における土地所有の形態について少しく考察を廻らすが， いささかデ←夕を附加しようと

するにすぎない，
３）

註

　

１） 松本新八郎「南北内乱の諸前提」 （歴史評論１１号） 「中世末期の社会的動乱」 （日本歴史学講座）

　

２） 永原慶二「荘園解体期における農民層の分解と農民闘争の形態」 （歴史評論４４号・４５号） 安良域盛昭

　　　

「大間検地の歴史的前提」 （歴史学研究１６３号・１６４号）

　

佐々木銀弥「荘園ｆおり解体期における寺院経

　　　

済の転換形態」 （経済学季報１４号）

　

田沼睦「南北朝・室町期における庄園的収坂機構」 （書陵部紀

　　　

要１０号）

　

３） 以下， 本稿の基本史料は大阪府史蹟名勝天然紀念物保存調査会編『勝尾寺文書第壱』 に収めるもので

　　　

ある， 本文書集には， 或はミスプリントと思われる部分もあるが， 原文書に当る余裕を持たないので，

　　　

残念ながらそのまま用いさせていただく， なお本稿中で本文書集から史料を引用する場合にはその文

　　　

書番号▲のみを註記する，従来， 勝尾寺領を扱った研究には， 細川亀市「勝尾寺領庄園の研究」 （日本

　　　

仏教経済史論考所収）がある，

　　　　　　　　　　　　　　　

２， 勝尾寺領荘園の 「崩壊」

勝尾寺は大阪府にある名乗りで， 箕面公園より約５粁の勝尾寺山の中腹にある， しばしば火に遭

い，現存の堂舎は近世のものである， 寺伝によれば，神亀年間， 僧善仲・善算の開創にかかるとい

う，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

－
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－
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さて， 勝尾寺の存在は史料上， 平安時代から認められる． 当然寺院経済を支える所領荘園の存在

が認められるのであるが， 初期の様子は余り明かでない， 現存史料中で最も古い年紀を有するもの

は貞観５年 （８６３） ２月１０日付左弁官下女写 （１号） である， しかし， これは， 偽女書であろう，

同下女の内容は， 三箇荘 （摂津国外院・高山・直河原の３荘）を勝尾寺に寄附するというものであ

る， 寛喜２年 （１２３０） ４月２０日付太政官牒（３２号）所引勝尾寺衆徒解に， 三箇荘が貞観年中施入に

よるものであると述べているのをはじめとして， この主張はのちにもしばしば繰返されている， し

かし， 建長２年 （１２５０） ７月１０日付勝尾寺重書等目録 （１２号）には貞観５年下女は載っておらず，

後世の偽作たることはほぼ間違いない， これは， のちに述べる浄土寺との争論のときに， 元弘のこ

ろ偽作されたものであろう，

“｝

　

寺域……寺家の主張によると， 寺域を定めて勝示をうったのは桓武天皇の第八皇子開成皇子

のときというが， どれほど信ずるに足るかは疑問である（３２号）， 寛喜２年の勝尾寺堺注文（３０号）

によると，

　

四至≦

　

東眼泉原

　

御室御領

　

粟生山

　

綾小路御繰り＝定

　

南限萱野山

　

近衛殿御領

西限寮御牧領 ｉＨ定

北限高山堺

とあり， その四隅には石を積み重ねて石蕨と称し， 勝示とした．
１） 前掲注女にみるように， 勝尾寺

の寺域は， 仁和寺領・綾小路家領・近衛家領・右馬寮領牧と堺を接していた，
．鎌倉時代，安貞・寛

喜のころ，寺家と右馬寮との間に堺争論があった，安貞２年 （１２２８）近くの萱野郷の百姓らが御牧

山に草木を伐りに行ったところ， 勝尾寺側の山守はそれを各めて， 百姓らの鎌を奪った， 萱野郷政

所はこの処置を不当として訴えた，その申分によると， 百姓らは御牧山に「年来立罷」 り来ったこ

とを述べ（２１号）， 右馬寮領の下司（と推定される）左衛門尉経真も勝尾寺に対して反駁している，
経真は， そもそも右馬寮牧ができたとき，「さとにノ斗まりをほり， 山ニハはぅしをうたれ」，その堺

は極めて明瞭であること， 勝尾寺の申分には理由がないこと，「し のほか」 で 「よきかま」 を奪っ

たことは「きわめたるひかこと」であることなどを述べている， 更に彼は， もし寺のいう通りに百姓

らが不法をなしたのなら， 摘め販って守護所へでもつき出したらいいだろうといっている（２２号），

この争論は結着がつかなかったため中央にもち出され， 寛書元年に勝尾寺は右馬寮・近衛家に抗議

すると共に太政官に訴え出た， その訴状は「近年山下辺民， 国中悪党等或濫入寺領，殺数禽獣， 或

往反山路伐採樹林」（３２号） すること， とくに右馬寮領下司経真の濫妨 （３１号）， 萱野郷民の無道

（３３号） を訴えたものである， 寺側は「凡押領仏寺之田地候者， 五逆之同類，葵婁艶之罪業」（３５号）

であると口を極めて非難したが， 太政官．右馬寮・近衛家から，それぞれ濫妨を止める旨の通達が

出されている（３１～３３号）， この結末がどうなったかはっきりしないが， 次の萱野郷民の言葉は注

目に値いする， 即ち， 百姓らが御牧山に入って木を伐り， これを市場に持っていって売るのは 「不

限当郷一所， 近隣村々無其隠候之処」（３７号） であるというのである． 問題になっている御牧山は，
もと右馬寮領だったものを勝尾寺に寄進したものであるというか・ら（２２号）， 山が勝尾寺領になっ

てのちも百姓らが従来の慣習に従って山に入り伐木したため， このような問題が起ってきたのであ

ろ う．

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

しかし，近隣百姓らが山に入り伐木することはその後もしばしばあったとみえて，正和３年（１３１４）

には仁和寺領民が乱入したのをはじめ（３９号） 史料は多い， 下って江戸時代初頭元和のころにも，

晒野村・今宮村の百姓らが山に入り僧侶に各められるや， 悪ロをいい 「寺をやきうちに可仕」と威

－

　

７０

　

－
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嚇し， ゆもと坊なる僧侶を 「ひねりこるし」 た事件まで起っている （６９・７０号）， こうした百姓ら

の絶えざる「濫妨」 「無道」はこの山が勝尾寺領ではあるが，近隣農民の再生産に必要な存在であ

ったことを物語っている，

　

◎

　

荘園……勝尾寺がいましば主張しているところによると， 同寺領荘園に三箇荘 （美河原・外

院・高山荘）がある， 次にこの三荘を廻る問題を概観しよう．
２）

　

前述したように， 勝尾寺では三箇荘は清和天皇の貞観年中に施入されたものだと述べている， し

かし，その実否を確かめることはいまできない， 女応元年（１２６０）ＩＬ月の勝尾寺衆徒の訴状案 （７４

号） によると， 三箇荘からの寺の収入は次のようになっていた，

美禰 剛性米３疎 剛）
ｒ編外 院 荘……四天王供用途７斗

高 山 荘……仏名用途７斗

極めて少額である， 尤も寺側のいい分によると 「貞観型主御施入之庄園，皆作他有以降寺門更無一

項之領地」 （７４号） というから， かつてはもっと収入があったということである，

　

女応元年より何年か前に「希代之洪水」があって， 美河原荘は「庄内崩頓大略及散々之儀」んだ

ことがあったために， 仏ゞ総米が納められないで時を遇してきた， ところが建長 ３，４年 （１２５１～

２）頃からは復興して「田畠満作， 民個複本」 したので， 仏性米を催促したがさっぱり納めなかっ

た， 勝尾寺では惣持寺不断香用途が建長年中から再び納められている例を引いて荘民の対惇を非難

した， 高山荘の場合にも７斗のうち２斗しか納めず 「於余残五斗者，一向令抑留」 という有様であ

ったから，寺はしばしばこれを催促した（７４号）， その後やっと美河原荘からは１石だけ納められ

るようになり（７５号），女永２年（１２６５）頃には更に１石を追加して２石は納まるようになった（７６号）．

しかし， 荘の雑掌が「近年寄事於水損， 有年貢半済或三分一進納」（８２号）という状況は継続した，

三箇荘の領家は惣特寺であったらしいが，領家の下命にも拘らず仲々事態は改まらなかったようで

ある （８４～９３号），

　

ところが，元弘・建武の動乱をはさんで， 俄然三箇荘の領有を廻って勝尾寺と浄土寺の間に争諭

が起った． 嘉暦元年 （１３２６）１２月２３日付後醍醐天皇論旨写 （９８号） は， 三箇荘に対する勝尾寺僧の

濫妨を止め， 浄土寺をして所務を全くせしむべしと命じている， これについての勝尾寺の主張は嘉

暦３年８月の訴状案 （１０１号） に明かにされている， 勝尾寺の申状は， 三箇荘は貞観年中の勅施入

によるものであること， その施入の宣旨は第３２代座主頗命が奪ったもので，それにより， 浄土寺門

跡は相伝の領であると称していることなどを述べている， では， なぜ勝尾寺が今までこのことを訴

えず浄土寺の非法を黙過してきたかというと 「恐御威」 れたためである， しかし当御代 （後醍醐天

皇の代）になって 「帰仏歌神之善政，継絶興廃之憲章， 満耳遮眼之間」願い出たわけである，とい

うのである。 勝尾寺の訴えは却下され， 元徳２年（１３３０） の後醍醐天皇論旨案 （１０２号）も浄土寺

の管領を認めている， しかるに女書中に元弘３年（１３３３）５月１０日付大塔宮護良親王令旨写（１０５号）

なるものが存する， その内容は三箇荘を勝尾寺をして管領せしむる旨を示している， 本文書は偽文

書の疑いがあり信を置けないものであるので， ここでは考察の範囲から除きたい，

　

鎌倉幕府の滅亡と後醍醐天皇の京都還御により， いわゆる建武中興の治が開始されて間もない元

弘３年８月４日， 勝尾寺は訴状を捧げ，貞観５年宜旨案・元弘３年護良親王令旨案を附して三箇荘

の安堵を乞うた （１０８号）， 同年１１月に勝尾寺は重ねて訴状を提出した （１０９号）， 即ち， それは勝尾

寺の訴状に対して浄土寺の陳状が提出されないことを非難し，対決を遂げようという内容のもので

ある， 元弘３年１２月，建武中興政府の雑訴決断所はこれをとりあげ，１８日の評定において裁定を下

した （１１１号）， 結局は勝尾寺の敗訴に終ったのであるが，裁定の分れ目は， 勝尾寺の訴状に副えた
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貞観５年３月１０日付宜旨の真偽如何にあった， 決断所は貞観宣旨を 「偽作」と断定したのである，

前に少しふれたように， 現存する貞観宜旨写 （１号）は疑わしい， 建武元年 （１３３４）９月１１日難訴

決断所は 「明日十二日， 帯文書正文， 可被参対」（１２０号） といっているが， 浄土寺は
「雑掌他行」

（１２０号） とか 「三堆掌所労」（１２１号）と称して参対しなかった， この結末は不詳であるが，建武４年

にも勝尾寺の陳状（１３４・１３５号）が出されているから，争いは止まなかったらしい， 三箇荘を廻る

争いは結局は浄土寺の勝利に終ったようである， そしてこの建武４年頃からは専ら問題の焦点は高

山荘に移った，

　

建武４年２月に浄土寺難掌秀恵は， 勝尾寺憎が国人仁木弥太郎の軍勢を語って高山荘内に乱入し

「種々追捕責版年貢以下」 という非法を行ったと訴えたが（１３３号）， これに対して勝尾寺側も応酬１

している（１３４・１３５号）， 勝尾寺が高山荘に対して持つ権利は地頭職であった， これは建武
３年２月

５日付で足利尊氏によって寄進されたものであるが（１２６号），高山荘の領家は浄土寺であった（１３９・

１５２号）， 守護赤松氏の家人の翠監妨をうけたり（１５４号），沙汰人・百姓らの難渋をうけたり（
１８３号），

浄土寺の横妨をうけたり（１８５号） しながらも， とにかく勝尾寺は高山荘地頭職を確保していたよ

うである，

　

幾多の変遷を経て，１５世紀も半ばをすぎた寛正５年（
１４６４）９月 に作製された勝尾寺々領目録

（１９３号） は当時の寺院経済の基礎がどこに在ったかをよく示している， いま一部を記せば，

ー所

　

高山庄地頭職井上分米

一所

　

粟生村内菩提寺副当職

　

一所

　

四王供田西夕Ｈ院岡前

三反 外患

　　

一反 外野加坂

一反 外壁．ヲｒ鼻

　　

一反 タ喋ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

一反 タト院

　　　

半
タト壁 繕

　　　　

皮′骨町

一反

　　

扇

　　　　　　

三百歩

　

松之鼻（以下略）

これにより， われわれは室町時代の，寺院経済の基礎を知ることができる，

　

第１は荘の地頭職という形であり， 第２は末寺支配であり， 第３には３段・１段・半という，よう

な零細な土地の集積である， 従来， 通常の理解によれもま， 勝尾寺のかくの如き状態は「その物質的

基礎たる庄園を失った勝尾寺は勢力いやが上にも失墜し」４）たと表現される林のものであった， 確

かに荘園の領家職とか地頭職の保有という面からみれる， 勝尾寺は高山荘一荘の地
６｝頭職のみを有

するという零落せる状態に陥ったといわざるをえないであろう．しかし，この議論は重大な一面を見

落している， 前記寛正の寺領目録にもみえたように，３段・１段・半というような土地の 集積の面

を全く無視しているのである． 次にこの面に焦点を合せて考えてみよう，

註

　

１） 『勝尾寺文書』所収第４図参照

　

２） 細川亀市「－勝尾寺領庄園の研究」 （日本仏教経済史論考Ｆ折収） はこの三箇荘を廻る浄土寺との紛争を

　　　

述べている，

　

３） 魚燈惣五郎「勝尾寺文書に就いて」 （勝尾寺女書所収）参照

　

４） 細川亀市前掲論文４０２頁

　

５） この地頭職が室町時代においては単なる得分権としての性質のものであることは， 既に潜水三男「建武

　　　

中興と村落」 （日本中世の村落所収） に述べられて以来常識であろう，

”７２

　

一



中世における寺院経済維持の形態

３． 寺 院 経 済の 転 換

寛正の寺領目録に現れたような零細な土地は主として寄進・買得等によって集積されたものであ

った，『勝尾寺文書』 中で比較的年代の古いものは元久元年 （１２０４）１２月２６日付の良縁大法師寄進

状 （２１７号）で， このとき良縁は私領２段を千手観音御燈油仏性料として寄進している，

　

その後，

史料にみえるものだけでもかなりの数にのぼる， やや煩雑であるが次にそれを整理してみる，

Ｎｏ．１西暦１年

　

月

　

日１寄進・売却等人名臨機当地司寄進対象１滋，選１得分（の１女書番号　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　

　

　　

　

　
１１則４１元久 Ｍ 鯛６－良縁大法師 際１ →

　

→

　　　　　　　

２１７

＝ョＬ１２１９１建保７・２・１６１越前阿闇梨房 開 基「 三Ｅ

　

１－

　

－

　

２１９

　

３１２２０

　

承久 ２・ ２・２５

　　

中

　

臣

　

能

　

定

　　

質

　　

田

　　

氷作手

　　　　

２．

　　　　　　　　　　

２２０質

１２３２ 寛喜４・２・２３ 比 丘 尼 真 仏 寄 田 加地子 １， ３． ２２１

１２３２ 貞永１・６・２８

　　

沙 弥

　

仙

　

尊 寄・ 田 氷作手 １・ ２２２～６

１２３２ 貞永１・１２・１

　

紀

　

氏 女 ョ寄 畠 永作手 １・ ２２７～８

燭２

　

貞永 Ｍ 凋８Ｅ 沙 弥 信 誓 笥： 畠 ２． 麦

　

２．４ ２２９

１２３３ 貞永 ２・ ４． ８ 憎

　　

道

　　

智 寄 畠 １・ ２３２

１２３５ 嘉禎１・１２・２８ 沙

　

門

　

聖

　

舜 寄

田
畠 １８．

２．

米９０，２

油

　

．４
２３３～９

１２４０ 延応２・ ３・１４ 沙

　

弥

　

蓮

　

親 寄 田

　

一１
１・ ２４０

１２４０ 延応２・ ３・１８ 蓮 阿弥 陀 仏 寄 畠

　

－Ｉ １． ２４１～２

１２４０ 延応２・ ４・２９ 三

　

船

　

恒

　

道 台． 田 作

　

職 １・ ５． ２４３

１２４２ 仁治３・ ２・ 妙

　

仏

　

西

　

願 寄 田畠 永作手 １４．余 ２４５～２６３

’電元 １・ ４・１８ 藤

　

井

　

貞

　

行 寄 田 地

　

子 ｉ． １，Ｉ ２６４～２８２

宝治 ２・ ４・１３ 比丘尼専阿弥陀仏 寄 田 １・ ２８３

１２５５ 建長７・ ３・２２ 比丘尼蓮阿弥陀仏 寄 田 加地子 １・ ｌｏ・ ２９１～４

１２５６ 建長８・８・ 金剛仏子覚隆 寄 田 加地子 １・ ６， ２９５

１２５７ 正嘉１・６・６

　　

字 高

　

御

　

子 寄 畠

　　　　

－ １・ ．５ ２９６

１２５９ 正嘉３・１・３０

　　

法 橋

　

経

　

朝 寄 田

　　　　

－ １．１８０ ３．
３００
３０３

１２５９ 正嘉３・ ３・２ 憎

　　　

教

　

忍 寄 １．

　　　　　

－ ３０４

１２６０ 女応 １・１１・ ４

　　

沙 弥

　

宝

　

明 寄 田

　　　　　

１． １

　

，ｏ． ３０５

１２６７ 女氷４・４・１０ 比丘尼蓮阿弥陀仏 寄 田

　

永作手ｉ

　　

ｌ． ３０６～１２

１２６７ 女氷

　

４・ ６・２６ 重

　　　　　

舜 笥：

　

畠

　　

加地子

　　　　

１． ３１３

１２７０ 丈永７・ １． ８ 僧

　　　

慶

　

意 寄

　　

畠

　　　　　　　　　

５． １，５ ３１４

１２７０ 女永７・８・１３ 源

　　

資

　　

継

女永８・２・２７ 長

　

谷

　

吉

　

延

寄

　　

田 １． 宇宙

　

．３ ３１５

長

　

谷

　

吉

　

延 質 畠

　　　　

－ ．２４０４

２７Ｌ班ー 女氷８・１２・１６ 源

　　

廉

　　

綱 善子 田

　　

加地子 １，

　

ー，６１

　　

班

－７３一



阿

　

．

　

部

　　　　

猛

西暦

　　

年

　

月

　　

日

　

１寄進・売却等人名 動機 地目 寄進対象
地

　　

積
（段・歩） 得分（ｉ←） 文書番号

１２７２ 女永９・１０・２５

　　

女

　

藤

　

原

　

氏 寄 田 １・ ３２３

１２７３ 女永１０・ ９・１８ 比丘尼蓮阿弥陀仏

　

田
寄

　　

島

　

屋敷

ｉ．２４０

，１８０

．１８０
３２４

１２７６

　

建治 ２・ ２・１４

　　

阿 閣 梨ネ白 樺 寄 田 ２， ３２５

１２８０ 弘安３・１１・ ８ 比 丘 尼

　

明 心 寄 田 １・ ６． ３２６

１２８２ 弘安５・ ５・１５ 阿 闇 梨 党 真 寄 田 加地子 ．２４０ ８． ３２９

１２８３ 弘安６・１０・２８ 僧

　　　

明

　

澄 寄 田 １・ ３． ３３０

１２８４ 弘安７・１０・ ３ 比 丘 尼

　

明 心 寄 田 １・ ３３２

１２８８ 正応１・１２・２２ 法

　

橋

　

党

　

舜 寄 畠 ｉ． ３３３

１２８９ 正応２・ ２・２１ 生 阿弥 陀 仏 寄 田 ．１８０ ５． ３３４

１２９０ 正応 ３・ ６・１１ 丹波律師 慶 賢 寄 田畠 ４． ３３５

１２９３ 正応６・ ４・１８ 阿 閣 梨 顕心 寄 置 ３．
１・

３４１～５２

１３０１ 正安３・ ８・２７ 個

　　　

円

　

智 寄 田 加地子 １・ ２． ３５４

１３０１ 正安３ ２ ２

　　

権 律 師 円 能 寄 田 加地子 １．ＩＺＯ １５． ３５５～６

１３０２ 正安４・８・１ 沙

　

弥

　

西

　

蓮 寄 田
畠 加地子

１．
．２４０

６． ３５７～８

１３０６ 嘉元 ４・ ７・

　　　

法 橋

　

重

　

舜 寄 田 加地子 ４．１２０ ５２． ３５９～６７

橋氏女字可古

　　

寄

　　

田

　　　　　　　　　

１． ３６８

４４ １３０９ 延慶２・１・１８

　

沙 弥 道 蓮

　

寄 ド＝１赫也子ー

　

，．即

　

，ｏ，

　

籾～７］寄１

　

田

　

１加地子 １．ｉ２０ ｌｏ． ３６９～７］

１３０９ 延慶２・ ３・２５ 沙

　

弥

　

仏

　

念 寄１畠 １．
ｒ

３７２～３

１３０９ 延慶 ２・ ６・１２ 源

　　

氏

　　

女 寄ー田畠 １．１８０ ５． ３７４～６

１３１０

　

延慶 ３・ ２・１０ 橘

　　

氏

　　

女 寄］田 加地子 １．１２０ ｌｏ． ３７７

延慶３．２，２２１ 阿 閣 梨 覚 明 寄 田 ３．０１８ ３７８～８６

４９

　

１３１２ 正和１・ ６・１８ 僧

　　

党

　

賢

　

Ｊ寄 田 ７．１２０ ７１・ ３８７～９２

１３１３ 正和 ２・ ３・ｉ８ 沙

　

弥

　

道

　

蓮 寄 加地子三 ３９３

１３１３ 正和 ２・ ３・２８ 比丘尼如阿弥陀仏 寄 田 一

　

１． ３９４

１３１３ 正和２・１１・ ３ 阿 閣 梨 覚 明 寄 田 －ｆ

　

ｉ． ８．（？） ３９５～９

１３１５ 正和４・ ３・２８ 比丘尼如阿弥陀仏 寄ｒ

　

田 １・ ４００

１３１６ 正和５・ ８・３０ 比丘尼法阿弥 寄１

　

ー １・
大豆１．
夏麦１．

４０１

１３２１ 元享１・５・４

　　

沙 弥 法 夫 婦 篭ヂヨー ３１． －

　　　　　　　

４０２

１３２３ 元幕３甘 弔１比丘尼 ルム 剖 － １・ －

　　　　　　　

４０３

１３２５ 正中

　

２・ ２・ ？ 阿 閣 梨 覚 算 寄ゴ

　

ー 加地子 ，１８０ ５．

　　　　

４０４～７

正中 ２・ ２・２０ 阿 闇 梨 教

　

円 寄きー１

　

一

　

１． 美雪：

　

伽～９

－

　

７４

　



中世における寺院経済維持の形態

西暦 年

　　

月

　　

日

　　

寄進・売却等人名

　

動機 地目 寄進対象 幾変．歩辱 得分（斗） 女書番号
１３２５ 正中 ２・２・２０ 武

　

部

　

武

　

元 寄 加地子 ．２００

　　　

４．

　　　　　　

４１０

１３２７ 嘉暦 ２・ ｉ・２４ 沙

　

弥

　

栗

　

念 寄

　　

－ １・

　　　　　　

一 ４１１

１３２７ 嘉暦 ２・ １・２４ 沙

　

弥

　

乗

　

念 寄 一 ，１５０白餅３０枚 ４１２

１３２７ 嘉暦２・ｌｏ・ ９ 僧

　　　

念

　

性 寄 田 １・ ４４７

１３２７ 嘉暦 ２・１１・ ３ 阿 闇 梨 行 祐 寄 田 ２所 ８． ４４８

脚ｉ元御 周回３ 尼信阿弥陀仏 寄 田

　　　　

－ １． １６．

１３３２ 正慶 １・ ７・１８ 尼信阿弥陀仏 寄 田

　

’
３．

１３３３ 正慶２・ ４・２２ 沙

　

弥

　

妙

　

西 寄

　

’

３，６ ４５４

１３３５

　

建武 ２・ ２・２６ 仏

　

子

　

頼

　

全 寄 畠

－

　　　　　　

４５６

６９
ヨ

　

ー３３８ 建武５・ ３・１２ 沙

　

弥

　

了

　

円 寄 田 １． ４５７～９

１３３９ 暦応２・ ２・２５ 沙

　

弥

　

本

　

阿 寄 田・山 １・ ２３０女 ４６０～２

１３４２ 康氷１・ ９・ ３ 平

　　

国

　　

茂 冥罰式 田 加地子

　　　　

１． ８． ４６３

１３４３ 康永２・ ５・ ７ 比丘尼樺心房 寄 田 －

　　　　　　

．０６０ ４１６

１３４６ 貞和 ２・ ３・ｌｏ 沙

　

弥

　

守

　

阿 寄 田 １・

　　　　　

． ４１７～２０

１３５０ 観応１・ ９・ｉ２ 行

　　　　　

祐 寄 田 １所 ３００女 ４２１

１３５４ 女和３・ ４・１１ 字

　

阿

　

古

　

女 寄 田 １所 ４２２～５

１３５５ 女和４・ ８・１５ 沙

　

弥

　

成

　

仏 寄 田 加地子 １・ ３． ４２６～３１

１３５５ 女和４・ ８・２７ 源

　　　

義

　

澄 寄 田 ・１１０
米

　

２．
麦

　

１．
４３２

１３５７ 延女 １１ Ｉ 宗

　　　　　　

円 寄

　　

一 １・

　　　　　　　

．

４３３～８

１３６１ 康安１・ ７・ ２ 某 寄 一ー

　

－ １・ ４３９

１３６２ 康安２・ ２・１８ 沙

　

弥

　

順

　

法 寄 田 ６０束尻
１．５２
５文

４４０～４

１３６２ 廉安 ２・ ８・ ７ 比 丘尼 覚 恵 寄 －Ｉ１

　

－ １・ ５． ４４５

１３６５ 貞治 ４・ ８・１５ 比 丘 尼 慈 勝 寄 田 １． ４６４～６

１３６５ 貞治４・１２・ ５ 佐

　

伯

　

国

　

重 寄 ＩＨ 加地子 １・ ５． ４６７～９

１３６６ 貞治５・ ８・ ３ 法

　

印

　

定

　

珍 寄 加地子 １・ ３０． ４７０～５

１３６６ 貞治５・１０・１７ 比 丘 尼 源 妙 著す １・ ４７７

１３６６

　

貞治 ５・の・１７ 比 丘 尼 見心 寄
田
畠・茶
園・樹

１・

３所

米

　

１５．
麦

　　

．４
大豆

　

．２
４７８～８０

亭

　　

子

　　

院 寄

１３３５

　

建武 ２・ ２・２６

　　

仏

　

子

　

頼

　

全

　　

寄

　　

畠

　　　　　　　　　

１．

　　　

１．

　　　　　

４５５

亭

　　

子

　　

院

　　

寄

　　

田 加地子

　　　

１．

　　　

８．

　　　　　

４８３１３７５

　

氷和 １・１１

１ 僧

　　

賢 範

　

寄

　

田 ３，ー８０ｉ

　

，５， 懲～８１３７９

　

永和３・３・刀 僧

　　　

賢

　

軍

１３８０

　

廉暦 ２・１１・１

　

藤

　

原 行・定 １ 所 １０．

　　

４８９～９９

一

　

７５

　

－



阿

　　　

部

　　　　

猛

西暦 年

　　

月

　　

日 寄進・売却等人名 動機 地目 寄進対象
地

　　

積
（段・歩）

得分（斗） 文書番号

１３８１ 永億３・ １・１１ 源

　　

頼

　　

顕 寄 田 １・ ５００

１３８６ 至徳 ３・ １・２９ 僧

　　　

重

　

円

　　

器 田 ２． う０１

５０２
５０３
５０６
５０７

１３８９ 康応 １・１２・２７ 僧

　　　

賢

　

範 寄 田 １．２４０ １１・

１３９１ 明徳 ２・１１・ ８ 僧

　

了

　

円

　

房 寄 田 －

　　　　　

．０６０ ３． ５０

１３９３ 明徳４・ ２・１３ 僧

　

了

　

円

　

房 寄 田 ．２４０ ８． ５０９～１２

１４０２ 応水 ９・１１・１８ 僧

　

若

　

狭

　

房 寄 田 １・ ５１３－６

１４０６ 応永１３・ ３． ８ 連

　　　　　

珠 寄 田畠 １．ｏｌ‐２．

１４０８ 応永１５・ ６・ Ｉ 蓮

　　　　　

珠 寄 田 －

　　　　　

Ｌ

沙

　

弥

　

妙

　

心 寄

　　

－ －

　　　　　

１・ －

　　　　　　

５２３

９９
Ｅ

　

，４２２ 応永２９・ ５・２３

ｌｏｏ
ｔ
１４２７ 応分く３４・ ６・１３ 守

　　　　　　

阿 誓書
畠
屋敷

１所「

　

．０９０
５２９～３１

１４２７ 応分く３４・ ７・１７ 蓮

　　　　　

珠 寄 田 １所 ５３２～８

１４３３ 永享５・ ２・ 藤

　

原

　

順

　

清 寄 田

　　　　　

３．３００ ５３９～５３

１４４４ 嘉吉 ４・ ２・１３ 粟生民部丞信氏 寄 田 －

　　　

１所 ５５４～６

１４４７ 女安 ４・ｌｏ・１８ 藤

　

原

　

道

　

請 寄

　

菩提寺 別当職 ５５８～６２６

１４６２ 寛正３・ ６・ ７ 粟

　

生

　

氏

　

久 寄 田 ２０苅 ３．５ ６２７～８

１４６５ 寛正６・ ８． 原

　

田

　

常

　

鏡 売 屋敷 ６所 ６２９

女明 ８・ｉｉ・１５ 律

　

師

　

宗

　

円 寄 田 加地子 １所 ３． ６３０～ｉ

享禄１・ ８・４

　

ク衰

　

原

　

俊

　

能 寄 田 ５． ６３２～４

，０９
１
Ｉ５３２ 天女１・ ８・１３

　　

妙

　　　　　

祐 寄 加地子 １所 ５００女 ６３６

１１０

　

１５３６ 天女 ５・ ５・１８

　　

豪

　　　　　

継 寄 田 加地子 １・ １．２ ６３７

一 不明１不

　　　

明モ円

　

融

　

房 総１田１

　

－１

　

６．１８０１そ縄１
６３９～４７

５２３１４０８

　

応汚くｉ５・ ８・２２

　　

沙

　

弥 妙

　

心

　　

寄 １・

　

（動機の項中， 密は寄進， 売は売却， 質は遇挙の質物代）

以上検出した１１１例ｌｉを通覧するに， その大部分は寄進によるものであって，買得・
質によるも

のは教えるほどしかない，１３世紀初めから１６世紀前半に至る約
３３０年間にわたるものであるが， 便

１３－蜘 蟹饗１３８

１４１購 饗≧ｇ１５６

１５世紀 饗
・
ｇ

鱒止紀１耐ａ ３１ ３

（他に年代不明１）

宜的に半世紀宛区切って集計すると左表の如くである， 即ち，その大

部分は鎌倉後期から室町初期にかけての間に集積されていることが窺

える． これは， あたかも三箇荘を廻る紛争の盛
んな時期に相当し， 浄

土寺との争いに勝尾寺が敗れたときに相当する． 文書の表現からすれ

ば勝尾寺側の受動的性格のものであるようにみえるが，寄進者に勝尾

寺の僧侶が多いことは注意する必要がある， ここに「寄進」というも

一般信者からの寄進とは少し異る， これらの僧侶は土地を買得して更

に勝尾寺に寄進するという手続きをとっている， だから一般的には

一

　

７６

　

－



中世における寺院経済維持の形態

「勝尾寺による土地の集積」と表現しても不当ではない， しかし，一概に「土地を集積した」とは

いう●ものの，その内容は千差万別である，即ち，獲得した土地の面積のみで単純に測定できないの

である。その土地から勝尾寺が何をどれだけ取りえたのか， 勝尾寺の権利は何であったのかが問題

になるのである， そこで次にその点について幾つかの事例をあげて明かにしたい，

①承久２年２月２５日付中臣能定券文 （Ｎｏ．３－

　

前表の番号， 以下同じ）

中臣能定が勝尾寺から５石６升８合の米を借用し， その返済ができなかったため， ２段の氷作手

田を寺に渡した， その際に「公事者至子々孫 ，々 不可相副，所役段別所当四斗二升許也， 於方雑

事，名主友弘可令勤仕」と但書がついている， 即ち，

　

この土地は友弘が名主である某名内の土地

で， その４斗２升の得分権が勝尾寺に渡ったのである， 公事は「不可相副」 とあるから単純な加地

子得分である． また， この土地にかかる万雑事は名主の負担となる， 「く作手田」２）と表現された

ものは加地子名主職ともいうべきものである。

②宝治２年４月１３日付比丘尼専阿弥陀仏寄進状案 （Ｎｏ．１５）

専阿弥陀仏は田３段を勝尾寺に寄進した，うち２段は本寺観音堂に，１段は西谷阿弥陀仏堂に寄進

したものであった， 彼女は佐々木江州弾門の後家で天王寺塔内に住み， 俗に佐々木禅尼といわれた

人で（２９０号）， この３段の田は嘉禄年間に買得したものであった （２８４～６号）， 売券の文面からは

移譲された土地の権利は全く判らないのであるが， 建長から女応にかけての争論の史料からそれが

窺える （２８９・２９０号）， 佐々木禅尼の寄進田は勝尾寺燈油田になったが， その３段の作人は右馬寮

御牧与町の住人で， しかも公女職を勤める専念であった， 彼は建長年中に年貢を抑留したため作人

職をとりあげられた， そして勝尾寺では別に専念に油間丸職
３）を宛行った． ところが彼は呉庭荘寄

人と称して濫妨を働いたので寺は荘官に善処を求めこれに成功した， 専念は作人職の安堵
．を懇望し

たので「寺家以衆憐之儀，件作人職如本宛賜」った， そののち再び年貢を抑留したの
で子細を尋ね

た に ろ，専念はｒ件三段，専阿弥陀仏，被寄進１勝尾寺事勿論也 屯方今西谷分一段者， 離 房 雑

一期之間，被寄進之畢， 且於西谷者，寄進状無
之……本主他界之後， 過十三ヶ年者， 可任作人専念

心之由，専阿弥陀仏以自筆書賜譲状墨，此上者，
云所当云下地，可為専念進止之条勿論也」 と主張

した， 勝尾寺は専念の謀書であると主張した． 寄進状の真偽を確
かめるために対決しようとしたが

専念は言を左右にして遁避した， 争論の結末は明かでないが， 以上のことから，専阿弥陀仏から勝

尾寺に寄進された３段の土地に対する権利は下地進止権を含むものであって，いわゆる作手職であ

ろう， しかして勝尾寺は作人職宛行権を保有した
のである，

⑧建長７年３月２２日付比丘蓮阿弥陀仏寄進状 （Ｎｏ．１６）

　

蓮阿弥陀仏は田１段を勝尾寺長茶羅堂に寄進した， 副進された本券女によると，もとその田は林

守麦なるものの「先祖相伝之私領田」 であったが， 寛害３年 （１２３１）２月１０日に守麦から中臣麦氷

に直米３石６斗で売却した」 その権利は「作手職」 であるが， この土地は金丸名内にあるため同名

に年貢として炭１龍・焼米１升を出すことになっていたほか「宿久方御米壱斗弐升， 日米四合，粟

生公方米壱斗」を負担していた （２９１号）， 買人中臣支永は１７年後の宝治
２年 （１２４８）閏１２月４日に

同田を尼弾阿弥陀仏に直米４石５斗で売却した （２９２号）． それが更に７年後に勝尾寺に寄進された

のである，寄進状に記されたところによると， 勝尾寺の得たものは加地子得分
１石である， 「於作

人者， 可為寺家成敗」とあるから作手職所持者（加地子名主）たる隣尾寺
は作人任免権を持ったの

である （２９１号）， 事実のちの氷和３年（１
３７６）１１月１２日付で智淵なるものが同田の作戦を請け，毎

年８斗の加地子米を沙汰することを誓っている（２９４号▲）， この際，恐らく名主得分その他はイ乍職所

持者から直納されたのではあるまいか，

④建長８年８月日付金剛仏子覚隆寄進状（Ｎｏ，１７）

－

　

７７
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田１段の寄進であるが， これは小犬名内にあった， 内容は作手職であろうが， 「惣持寺之所当弐

斗五升」 「春日御年貢炭壱龍， 上分焼米壱升」を負担する田であった． 同田は９斗代の田であるか

ら， 以上の諸負担を控除すると， 勝尾寺の得分は約６斗であった，
⑤女永７年８月１３日付源資継寄進状（Ｎｏ．２５）

　

田１段の寄進であるが， 勝尾寺の得たものは毎年デーね３斗にすぎない， しかも， これは作人職留保

の寄進であり， 勝尾寺は下地進止権を持たない，
⑥正応６年４月１８日付阿閣梨顕心寄進状 （Ｎｏ，３８）

　

顕心は４段の地を寺に寄進した， うち１段は島であった， 寄進状に副えられた田畠注文（３２４号）

によると， ４段はいずれも摂津国能勢郡古河原村内にあり次のように記載されている，

　

ｇ） －所 田一段 溜 甥 字理禅作云今作人善智

　

◎ －所 田一段 縫 鰹郎殿作云 今作人但馬房

　

“ －所 田一段 縄 螺老坂紀三郎云今作人字源六

　

③ －所 畠一段 謡 灘 緩麦撲竪琴大豆今触円察来善
これらの田畠は次のような経過を以て寺の手中に入った，

　

＠） この田はもと「しんふのにうたう」の手より藤原頼衡が買得したものであったが， 正応３年

（１２９０） 顕心に直米３石で売却したものである， この田は 「こくか」 ＝国街領であるために， その

所当も負担するが，他に公事など一切ないと記されている（３４３号），

　

回

　

この田はもと畝野女房の所有であったが弘安２年 （１２７９）藤原安衡に７貫５００女で売却され

（３４５号）， 更に正応６年 （１２９３）顕心に売却され （３４４号），同４月１８日に勝尾寺に寄進されたので

ある， この田も国街領でありその所当を負担した， なお， この田については言＜仁５年（１２９７）徳政

令を廻る問題がある． 即ち，氷仁５年徳政施行に当って， 勝尾寺の手中にあったこの田はもとの領

主源氏女の手に戻った， 図示すれば下の如き経過をたどったのである（３５２号）． そののち源仲基が

ョ

　　　　

（徳政）

　　

－
「

　

売

　

却

　　　　

売

　

却

　　　　

寄

　

進

－
女蚕；→康衡三三顕心…ゼド

　　

」「一 仲貞－－－ 一 仲基

源氏女の子仲貞から同田を買得し，正安３年（１３０１）５月１８日に勝尾寺に再寄進した （３５１号）， 永
仁徳政令についての貴重な資料ということができるであろう，

　

内

　

この田はもと比丘尼見阿弥陀仏先祖相伝の私領であったが， 正応６年 （１２９３）７貫５００女で
顕心に売却された（３４６号）， 国術領であるためその所当を負担した， これが顕心の手より勝尾寺に
寄進された， ところが氷仁５年の徳政に際して見阿弥陀仏の手に戻ったが同年１１月１４日隊尾寺に再

寄進された（３５０号），

　

◎

　

この畠はもと藤原縦特女先祖相伝の私領であったが， 正応６年に顕心に８貫女で売却され
た． この畠は所当・公事なきもので， 売券には「リやうけしきなり」と記されている（３４７号）， とこ
ろが永仁５年徳政にあって継特女に戻された， しかし「よのきをもちて」銭２貫女とひき換えに勝
尾寺に再寄進された（３４８号），

　

⑦

　

正安４年８月１日付沙汰弥西蓮寄進状 （Ｎｏ．４１）

西蓮は田１段と畠大を勝尾寺に寄進した．その内容は毎年６斗の加地子米であった．下作職は西蓮

－７８
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一期の間は彼が所持した，

　

この地はもと藤原氏女の所有であったが， 正応２年 （１２８９）長谷有包

（西蓮？）に直米４石１斗で売却した， その売券（３５８号）によると， 所役は，春日神社へ「炭壱

龍之内八分，焼米漆合伍夕」，国街へ１斗５升を納めることになっているが， これは 「名元」 即ち名

主のところに提出することになっていた， １段大のうち水田１段は金丸名，島大は恒沢名に属して

いたからである， 勝尾寺が入手したものは作手職であるが，寄進当時は下作人たる西運が負担した

のであろう， 西蓮段後は勝尾寺がその責を負った，

　

⑧

　

正和元年６月１８日付覚賢寄進状（Ｎｏ．４９）

　

覚賢は７筆７段１２０歩の田を勝尾寺に寄進した（３８７号）．このうち宿久村タメノウチの１段１８０歩は

もと源電光の相伝の私領であったが， 嘉元３年 （１３０５） 党賢に３貫５００女で売却したものであった

（３８９号）， その内容は作手職 （＝加地子得分権）であって，加地子は１石５斗であった，売却と同

時に本主源重光は請女 （３８８号）を出し， 作人として加地子を負担すべき旨を誓った， その文言中

に「若臨時くわやくあたらん時ハ，たんへち百女までハ作人のさたすへき物也，百女よりハ半分っ

のわきまへ候へきもの也」と記している， 作手名主（勝尾寺）と作人 （源重光）が臨時課役を折

半負担するというのである，

　

このような負担の仕方は中世において一般的に行われたところであ

る．
４）また蔵内の田１段１８０歩については， 隊尾寺の得たものは加地子１石５斗であるが （３８７号），
「天下一同之かんはっの時は検見申下」 と註記されている（３９１号）， これによると，加地子得分も
必ずしも固定したものでないことが判る，

　

⑨

　

正和２年１１月３日付覚明寄進状（Ｎｏ，５２）

　

阿閣梨覚明は田１段を勝尾寺に寄進した， この田は寛元３年（１２４５）某が長谷末利に売却し（３９８号）
のちに重舜法橋の有に帰したのを，その毅後覚明が寄進したものである， その内容は下作職であっ

た． 従って本所当のほかに加地子４斗８升を加えて負担するものであった（３９６号）， もちろん勝尾
寺は自ら耕作するわけはないから，更に作人を宛てて耕作せしめたのであるが， 女和３年（１３５４）
の字源三請女 （３９９号）によると，源三は毎年８斗でこれを請負っている，

　

この地の権利関係を示
すと下の通りである，

　　　

上分米

　　　　　

（勝尾寺）

　　　　　　　　　　

加地子

　　　　

８斗
国街←－－名主←－－作手←－－下作戦← －耕作者

　

⑩

　

貞治５年８月３日付法印定珍寄進状（Ｎｏ．７８）

　

定珍は佐保村の下司名田のうちの１段を寄進した， 同田は国街に３斗６升，忍頂寺に１斗３升と

御服１００女を出す土地であったが， 「依為下司名，細々公事等無之」 き地であった， 勝尾寺の得た

ものは形式的には名主職である，

　

⑪

　

明徳４年２月１３日付了円寄進状（Ｎｏ，８８）

　

了円は河作手田大を寄進，した， この田はもと長谷行延の所領であったが，正応３年に大進阿閣梨

御房に売却し（５１２号），のち勝尾寺平門坊領となっていたがゞ 貞和５年（１３４９）に河原西殿へ（５１１号），
廉暦２年 （１３８０） に了円に売却きれた （５１０号）， その売券によると「た し本役，守依名米壱斗，
す，し用途廿七女，上本米六合七夕」とある， 了円から勝尾寺に寄進したときの寄進状（５０９号）には，
加地子８斗を寺がうけとることになっているが，

　

この中から前記の名米以下が出されるのであろ

う， 従って「於名役，守依名可致沙汰也」と，名役は名主が負担する，

　

⑫

　

応発く１３年３月８日付比丘尼蓮珠寄進状 （Ｎｏ，９０）

蓮珠は田１段を勝尾寺に寄進した， その内容は作手職で，得分は米２斗であった （５２２号）， この

田はもと佐伯守重の先相伝の私領であったが，弘安３年（１２８０） に佐伯守利に米６石で売却された

－７９
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（５２１号）， そののち正安２年（１３００）に佐伯国守へ（５２
０号），女和元年（１３５２）に乙松女に（５

１９号），

そして応汚く１２年に蓮珠に売却された （５１８号）， これら売券によると， この田は本所当
１斗５升・炭

２龍・焼米１升を負担し，守依名を通じて出される規定であった， 応永１２年売券の端裏書に「加地

子五斗」 とあるが， これと応永、１３年に寄進された得分２斗を比較すると
３斗の差がある， この３斗

は連珠が弟子道一に譲ったのであったが，のち道一が負物代に手放したため， 応分く
１５年蓮珠はこれ

をも勝尾寺に寄進した （５２２号）． ここに至って勝尾寺の取得加地子米は５斗になった．

　

⑩

　

応氷２９年５月２３日付亮善寄進状（Ｎｏ．９３）

　

亮善は田１段を寄進した， その内容は加地子５斗の得分であった，もとこの田の作手職は乾義範

の所持するところであったが， 応氷１７年 （１４１０） に蔵勝庵焚斉がこれを買得した， このときの条

件では加地子５斗は義範が薙斉に納め， 本所当５斗も売主たる義範が弁済することになっていた

（５２７号）． 即ち，作職留保の売却とみることができる， 応永
２９年（１４２２）には純斉から亮善に売却

され，その内容は加地子米５斗であった （５２５号）．
これが更に勝尾寺に寄進されたのである． 徳斉

から亮善に宛てた書状 （５２６号・）によると， この田には公事米２斗がかかり，

　

これは名主の所へ出

すものでったが，それも地主（即ち本主義範） が沙汰する， 作手職所持
者は加地子５斗をうけとる

のみで，何らの負担を負わない，

　

◎

　

女明８年１１月１５日付奥坊宗円律師寄進状（Ｎｏ．１０１）

　

宗円は田１段を寄進した， その内容は加地子３斗であった， 但しこの土地の本役等は作人から
沙

汰する定めであった （６３０号），

　

⑮

　

享禄元年８月４日付泉原五郎兵衛俊能寄進状 （Ｎｏ．１０２）

　

五郎兵衛はカラキカフチの島半を寄進した． この土地はもと菩提寺奥ノ坊の相伝の坊領であった

が， 応安元年（１３６８）１１月２日付田券紛失状（６
２３号） によると，「雄為無諸役， 但井手料二酒八升

出之候也，此外者役ナシ， 井為神田間，本役二米一升，楠木ノ神明へ可有沙汰候者
也」とある， 同紛

失状には証判として， 名主・名代が署判している． 勝尾寺が寄進されたのは作手職 （＝加地子名主

職） であろう， 泉原俊能は下地作職を留保して勝尾寺に寄進したのであるが，寺は毎年
５斗を収納

したのである， 俊能の請女（６３４号）によると， 「我等死去申候ノ・ ， 作職可為御寺家進退候也」

とあるから，俊能の死後は勝尾寺は加地子名主職と作職を合せて所持したわけであ
る，

　

以上，比較的史料に恵まれている事例をあげたのであるが， 勝尾寺が
集積した土地に対する権利

は種々のものを含んでいることが明かになった． 大部分は田島の作手職であり， 実質的には加地子

米得分権であった， 名主職や下地処分権を伴うものは少い，また， 史料の範囲
内では， 田畠の所在

地は殆ど勝尾寺周辺に限られていることも， 注目すべき事項である．

註

　

１） もちろん扱った史料は偶然的なものであるし，事実過去の金例を示すものではないから， 飽くまでも

　　　

これによる結論は一つの傾向を示すにすぎない．

　

２） 作手については， 拙縞「平安末期における在池の諸関係」 （史潮６２・６３合併号） に少し述べたので参

　　　

照されたい．

　

３） この間丸の性格は明かでないが， 勝尾寺の油倉を管理するものかと推測する． なお油倉については，

　　　

清水三男「東大寺大仏殿油倉」 （中世荘園の基礎構造所収）を参照，

　

４） 油縞 「段米・段銭の研究」史ぎだりｉ６４・６５合併号

４， あ

　

と

　

が

　

き

一般に「荘園領主」という語は極めてあいまいに用いられているように思われる，荘園支配体系

の系列の中で， 本所権とか領家職等を持つものを指
してかく称するようである， この概念からする
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中世における寺院経済維持の形態

と，或は勝尾寺は 「荘園領主」概念には相当しないかも知れない， 寺の主張するように，貞観年中

の勅施入による荘園三箇荘が確かに本来勝尾寺の領するところであったと仮定すれば，
′恐らく 「荘

園領主」 概念にあててもよい， しかし， 鎌倉時代には既に，少くとも勝尾寺はいかなる荘園の領家

でもなかった， その所持するところは， 高山荘地頭職と零細なる田畠の名主職・作手職・下作職

等であった， これはどうみても「荘園領主」的とはいい難いであろう， 零細な加地子得分権の集積

の上に立つ一種の寄生地主であるにすぎない，

　

一般に， 鎌倉中期以降，またとくに室町期の畿内の寺社などは－－大寺社の荘園を除いて－－勝

尾寺の如き所領の形態を持っていたように思われる， 最近の大徳寺についての研究
１）をみても， 同

寺が遠隔地荘園の支配が困難になると寺の周辺に加地子得分権や敷地地子銭収版権を集積する事実

が明かである． 東寺も近くの久世荘内の加地子名主職を集積して，新しい時代に対応する姿勢をみ

せている．
２）また旧荘園領主である興福寺においても，とくに大和国内において， 荘園支配の強化

を在地の直接把握－－名主職・作戦の集中－－‐の形で行っていることは注目すべきである．
３）これ

らは，いずれも広汎な土地所有権の分化に即応した旧権力の動きであるとみることができる， 旧権

力はいつまでも古い形で生命終るのを待ったのではなく，時代に応じて自己を改変し，権力を再生

産しようとしたのである， 旧権力が近世に至るまで自己を保っているようにみえるのは， 実はそれ

は旧権力の「残存」によってではなく，新しい権力の「誕生」＝再生産によってであった．

註

　

１） 佐々木銀弥 「荘園制解体期における寺院経済の転換形態」経済学季報１４号

　

２） 永原慶二「荘園解体期におけ．る農民層の分解と農民闘争の形態」歴史評論４４号・４５号

　

３） 拙稿「室町期畿内荘園の一形態」日本歴史１２２号▲

（１９５９・４・２６縞）
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